
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 

（変更） 

資料番号 ２ 担当課 漁政課 

法令名 水産業協同組合法 根拠条項 11の12 
許認可等

の内容 

漁業協同組合の特定関係者と

の間の取引等の特例の承認 

� 水産業協同組合法     昭和二十三年十二月十五日法律第二百四十二号 
 
（特定関係者との間の取引等） 
第十一条の十二 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、その特定関係者（当
該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条にお
いて同じ。）又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはなら
ない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある
場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当
該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引 

二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち
前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を
及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為 

 
 
� 漁業協同組合等の信用事業に関する命令 平成五年三月三日号外大蔵省、農林水産省令第二号 
 
（特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由） 
第二十二条 法第十一条の十二 ただし書（法第九十二条第一項 、第九十六条第一項及び第百条第
一項において準用する場合を含む。次条において同じ。）の主務省令で定めるやむを得ない理由
は、次に掲げる理由とする。 
一 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引
又は行為を、当該連合会の特定関係者（法第十一条の十二 本文（法第九十二条第一項 、第
九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する特定関係者をい
う。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。）に該当する特定組合等（農水産
業協同組合貯金保険法第二条第五項 に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び
連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び
連合会をいう。以下この号、第二十六条第三項第十三号及び第四項第二十三号において同じ。）
との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続
に支障を生ずるおそれがあること。 

二当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組
合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該
連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当
該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠で
あると見込まれること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又
は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引

又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ 
 



定める場合に該当すること 
（特定関係者との間の取引等の承認の申請等） 
第二十三条 組合又は連合会は、法第十一条の十二 ただし書の規定による承認を受けようと

するときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 
一 理由書 
二 その他参考となるべき事項を記載した書類 

２ 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又は連合
会が法第十一条の十二 各号（法第九十二条第一項 、第九十六条第一項及び第百条第一項

において準用する場合を含む。以下同じ。）に掲げる取引又は行為をすることについて前

条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。 
（特定関係者との間の取引等） 
第二十四条 法第十一条の十二第一号 の主務省令で定める取引は、当該組合又は当該連合会
が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認

められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び

同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当
該組合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。 

（特定関係者の利用者等との間の取引等） 
第二十五条 法第十一条の十二第二号 の主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるもの

とする。 
一 当該特定関係者の利用者又は顧客（以下この号において「利用者等」という。）との間
で行う取引で、当該組合又は当該連合会が、その行う業務の種類、規模及び信用度等に

照らして当該特定関係者の利用者等と同様であると認められる当該特定関係者の利用
者等以外の者との間で、当該特定関係者の利用者等との間で行う取引と同種及び同量の

取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該組

合又は当該連合会に不利な条件で行われる取引（当該特定関係者と当該特定関係者の利
用者等が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその条件にしている

ものに限る。） 
二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合又は当該連合会の取引の通

常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 
三 何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の十二 （法第九十二条第一項 、第
九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定による禁止を

免れる取引又は行為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


